
  

付 注
付注-1    「労働力調査」(平成2年及び昭和60年)の特別集計について

1.「新たに増加した管理的職業従事者の割合」の計算方法次式により規模別に計算。 

An～n+4=Bn～n+4/Cn～n+4=Cn～n+4

Bn～n+4=αn～n+4-βn～5～n-1

(n=20,25,30,35,40,45,50,55) 

An～n+4:新たに増加した管理的職業従事者の割合(コーホートでみて昭和60年から平成2年の間に増
加した管理的職業従事者の平成2年のコーホートの雇用者数に占める割合) 

αn～n+4:平成2年の管理的職業従事者でn～n+4歳層の者の数 

βn～n+4:昭和60年の管理的職業従事者でn～n+4歳層の者の数 

Cn～n+4:平成2年の雇用者で,n～n+4歳層の者の数 

2.「管理的職業従事者増加率に対する年齢階級別寄与度」の計算方法 

次式により規模別に計算。 

m=M2-M60/M60×100(％) 

fn～n+4=αn～n+4-βn-5～n-1/M60×100(％) 

n=20,25,30,35,40,45,50,55,60 

ただし,n≧65の場合はf65～=α65～-(β60～64+β65～)/M60とする。 

m :管理的職業従事者増加率 

M2 :平成2年の管理的職業従事者数 

M60 :昭和60年の管理的職業従事者数 

fn～n+4 :管理的職業従事者増加率のうちn～n+4歳層の寄与度 

αn～n+4 :平成2年の管理的職業従事者でn～n+4歳層の者の数 

βn～n+4 :昭和60年の管理的職業従事者でn～n+4層の者の数 
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付 注
付注-2    製造業,サービス業の類型分類について(第II部第1章第1節)

製造業,サービス業の類型分類は,原則として製造業については中分類,サービス業については小分類の積上
げで行った。その内訳は次のとおりである。

〔製造業〕

消費関連業種……食料品製造業,飲料・飼料・たばこ製造業,繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除
く),衣服・その他の繊維製品製造業,木材・木製品製造業(家具を除く),家具・装備品製造業,出版・印
刷・同関連産業 

素材関連業種……化学工業,石油製品・石炭製品製造業,窯業・土石製品製造業,鉄鋼業,非鉄金属製造
業 

機械関連業種……一般機械器具製造業,電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,精密機械器具製
造業 

その他の業種……パルプ・紙・紙加工品製造業,プラスチック製品製造業(別掲を除く),ゴム製品製造
業,なめし革・同製品・毛皮製造業,金属製品製造業,その他の製造業 

〔サービス業〕

事業所関連サービス……物品賃貸業,放送業,機械修理業,他に分類されない修理業,情報サービス業,
ニュース供給業,興信所,広告業,建物サービス業,他に分類されない事業サービス業,法律・特許・司法
書士事務所,公証人役場,公認会計士事務所,税理士事務所,土木建築サービス業,その他の専門サービス
業 

社会福祉関連サービス…社会保険事業団体,福祉事務所,児童福祉事業,老人福祉事業,その他の社会保
険,社会福祉 

医療・保健サービス……病院,一般診療所,歯科診療所,その他の医療業,保健所,健康相談施設,その他
の保健衛生 

余暇関連サービス………旅館,その他の宿泊所,映画業,劇場,興行場(別掲を除く),興行団,競輪・競馬等
の競走場・競技団,運動競技場,公園,遊園地,遊戯場,その他の娯楽業,個人教授所 

生活関連サービス………家事サービス業(住込みのもの),同(住込みでないもの),洗濯・洗張・染物業,
理容業,美容業,浴場業,写真業,衣服裁縫修理業,他に分類されない個人サービス業,駐車場業,自動車整
備業,廃棄物処理業 

教育関連サービス………学校教育(専修学校,各種学校を除く),専修学校,各種学校,社会教育,その他の
教育施設 

その他のサービス………協同組合(他に分類されないもの),宗教,学術研究機関,政治・経済・文化団
体,その他のサービス業,外国公務 
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付 注
付注-3    「職業別平均年齢の試算方法」について(第II部第1章第1節)

昭和45年及び平成2年「国勢調査」において,年齢階級(5歳階級)別就業者数の統計表は,15歳から84歳まで
を5歳刻みで14階級に分け,これに「85歳以上」の1階級を加えた15階級で集計している。

平均年齢の試算は,この各階級の代表値として,その中央値(例えば,「15～19歳」階級については17歳,ま
た,「85歳以上」階級については便宜上87歳)を用い,各階級の就業者数のウェイトを掛けて平均したもの
を「平均年齢」としている。
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付 注
付注-4    『日本,アメリカ及びドイツの職業分類の調整』について(第1-(3)-2
図,第1-(3)-5図,第1-(3)-9図)

第II部第1章第3節で用いた職業名及び職業別就業者数等の数値は,アメリカについては「Current
Population Survey」によるものであり,ここで用いられている340の職業区分を日本標準職業分類と比較
検討して調整した。ドイツについては「Mikr-ozensus」を用いており,ここで用いられている102の職業
区分(1980年版標準職業分類)を調整した。

具体的な調整は次のとおりである。

1.「専門的・技術的職業従事者」に関しては,アメリカについては大分類レベルの「専門的職業」に
「行政,管理,経営の職業」のうちの『会計士,会計監査人』,『経営分析者』,『人事・研修・労使関係
専門官』を加え,さらに「技術者及び関連補佐的職業」の中の中分類である「保健専門家・技術
者」,「専門家,技術者(保健関係を除く)」,「科学技術者」,「技術者(保健,工学,科学関連を除く)」及
び大分類レベルの「サービスの職業(保安,家事を除く)」のうち『歯科医助手』,『保健助手』,『福
祉事業手伝い,保育従事者(個人家庭を除く)』を加えた。ドイツについては大分類レベルの「専門
的・技術的職業」に「サービスの職業」のうちの『記者,通訳,司書』,『芸術家及び関連職業』,『医
師,薬剤師』,『その他の保健サービスの職業』,『社会福祉の職業』,『教員』,『他に分類されない人
文科学,自然科学の職業』,『牧師』を加え,さらに「法務,保安の職業」のうち『法務従事者,法律相談
員』及び「組織管理,行政,事務の職業」のうち『公認会計士』を加えた。 

2.「管理的職業従事者」に関しては,アメリカについては大分類レベルの「行政,管理,経営の職業」
が該当するが,そのうちの『会計士,会計監査人』,『経営分析者』,『人事・研修・労使関係専門官』,
『保険業者,その他の経理事務』,『卸売・小売バイヤー(農産物を除く)』を除いた。ドイツについて
は「サービスの職業」の中に分類されている「組織管理,行政,事務の職業」のうちの『企業経営者,
組織管理者』と『代議士,行政官』が該当する。 

3.「事務従事者」に関してはアメリカについては大分類レベルの「管理を補佐する職業(事務関連を
含む)」に「販売の職業」のうちの『キャッシャー』及び「管理に関連する職業」のうちの『保険業
者,その他の経理事務』を加えた。ドイツについては「サービスの職業」に分類されている「組織管
理,行政,事務の職業」のうち『会計事務員,データ処理専門家』,『専門事務員,事務補助員』を採用し
た。 

4.「販売従事者」に関してはアメリカについては大分類レベルの「販売の職業」に「管理を補佐す
る職業(事務関連を含む)」のうち『旅券販売人,予約販売人』と「管理に関連する職業」のうちの
『卸売・小売バイヤー(農産物を除く)』を加えた。ドイツについては「サービスの職業」のうちの
中分類である「商品販売従事者」と「サービス販売及び関連職業」とを合計した。 

5.「サービス職業従事者」に関してはアメリカについては「家事サービスの職業」に「保安,家事を
除くサービスの職業」(「保健サービスの職業」の『歯科医助手,保健助手(看護を除く)』及び「個人
サービスの職業」の『福祉事業手伝い』,『保育従事者(個人家庭を除く)』を除く)を加えた。ドイツ
については「一般サービスの職業」が該当するが,他に「飲食料品製造の職業」として分類されてい
る『食品調理工(コック)』を加えた。 

6.「保安職業従事者」は,アメリカでは「保安サービスの職業」が該当し,ドイツでは「法務,保安の
職業」のうちの『警備員,保安職業従事者』が該当する。 
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7.「農林漁業作業者」はアメリカでは「農林漁業の職業」が該当し,ドイツでは「農耕・牧畜,漁業の
職業」が該当する。 

8.「運輸・通信従事者」に関してはアメリカでは大分類レベルでの「運輸,資材運搬の職業」のうち
の中分類である「自動車運転手」,「運輸の職業(自動車を除く)」及び「資材運搬装置運転工」の
『産業用トラック・けん引装置運転工』が該当し,これに「管理を補佐する職業(事務関連を含む)」
のうち「通信機操作員」,「郵便通信交付の職業」(『郵便局員(郵便配達員を除く)』と『郵便物係事
務員(郵便局を除く)』以外)を加え,「技術者及び関連補佐的職業」のうちの『航空機操縦士,航空
士』を加えた。ドイツについては「サービスの職業」のうちの中分類である「運輸,通信の職業」が
該当する。 

9.「技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者」に関してはアメリカについては大分類レベル
の「精密作業,技能,修理の職業」,「機械操作工,組立工,検査工」及び「荷扱人,機械掃除員,手伝い労
務作業者」に「運輸,資材運搬の職業」のうちの中分類である「資材運搬装置運転工」(『産業用ト
ラック・けん引装置運転工』以外),「技術者及び関連補佐的職業」のうちの『製図の職業』及び
「サービスの職業(保安,家事を除く)」のうちの『掃除サービスの職業(個人家庭を除く)』を加え
た。ドイツについては「鉱夫,採石夫」と「製造の職業」に「サービスの職業」として分類されてい
る「運輸,通信の職業」のうちの『倉庫管理人,倉庫・運搬労務作業者』と「一般サービスの職業」
のうちの『清掃サービスの職業』を加えた。なお,『清掃員』については各国とも「サービス職業従
事者」に含めた。 
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付 注
付注-5    『日本及びアメリカにおける産業,職業別就業者数』について(第1-
(3)-6図,第1-(3)-7図,付属統計表第6表)

これについては,産業分類,職業分類ともに調整可能な日本の分類をアメリカの分類にできるだけ一致させ
るよう調整した。

1.産業分類に関する主な調整内容は以下のとおりである。

1)日本の「電気・ガス・熱供給・水道業」と「サービス業」に分類されている『放送業』を合わせ
て「運輸及び公益事業」としたことt 

2)アメリカの「卸売業」と「小売業」を合わせて,「卸売・小売業」としたこと(これは日本におい
ては「卸売・小売業,飲食店」に該当する)。 

3)日本の「公務」と「サービス業」に分類されている『外国公務』を合わせて「公的機関」とした
こと 

2. 1-(3)-7図,付属統計表第6表における職業分類は第1-(3)-2図,第1-(3)-5図,第1-(3)-9図で用いられた分類と
は異なっており,主な留意点は,以下のとおりである。

1)アメリカについては大分類レベルの「専門的職業」と「技術者及び関連補佐的職業」を合わせて
「専門的・技術的職業」とし,「家事サービスの職業」,「保安サービスの職業」及び「サービスの
職業(保安,家事を除く)」を合わせて「サービスの職業」とした。また,「精密作業,技能,修理の職
業」,「機械操作工・組立工・検査工」及び「荷扱人,機械掃除員,手伝い,労務作業者」を合わせて1
つの分類としたこと(以下『精密作業,技能,修理の職業等」という)。 

2)ここでの「行政,管理,経営の職業」は日本における「管理的職業従事者」に加え,「公認会計士,税
理士』を加えたものであること。 

3)日本における「運輸・通信従事者」の一部は「専門的・技術的職業」及び「管理を補佐する職業
(事務関連)」に分類し,残りの部分と『運搬労務作業者』を加えて「運輸,資材運搬の職業」としたこ
と。 

4)日本について,『清掃員』を「技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者」から除いて
「サービスの職業」に加えたこと。 

3.第1-(3)-7図における要因分解は次のとおり。

W日t-W米t=Σi(W日i-W米i)+ΣiW日米i・(l日i-l米i)

産業内職業構造要因 産業構造要因 

W日t:日本の就業者全体に占めるt職業の就業者の割合 

W米t:アメリカの就業者全体に占めるt職業の就業者の割合 
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W日i:日本のi産業内での各職業の割合 

W米i:アメリカのi産業内での各職業の割合 

l日i:日本の全産業内でのi産業の割合 

l米i:アメリカの全産業におけるi産業の割合 

l日米i:(l日i+l米i)/2 

W日米i:(W日i+W米i)/2 
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付 注
付注-6    『日本及びアメリカにおけるホワイトカラー職業従事者比率』につ
いて(第1-(3)-8図)

アメリカでは従来,大分類として「ホワイトカラー労働者」,「ブルーカラー労働者」等の用語が用いられ
たが,1977年の標準職業分類システム(the Standa rd Occupa-tional Classification System)において廃止さ
れた。また,1983に人口センサスの職業分類が改正され,それに伴って労働統計に違いが生じており,それ
以前と以降で厳密な比較は不可能である。しかし,ここではホワイトカラー職業従事者比率を長期的にみ
ることに特に支障がないためこれらをそのまま用いた。ただし,1982年以前は「専門技術労働者」,「非農
業部門の管理労働者」,「事務労働者」及び「販売労働者」をホワイトカラー職業従事者とし,1983年以後
は「専門的職業」,「技術者及び関連補佐的職業」,「行政,管理,経営の職業」,「管理を補佐する職業(事務
関連)」及び「販売の職業」をホワイトカラー職業とした。日本については日本標準職業分類(昭和62年)
の「専門的・技術的職業従事者」,「管理的職業従事者」,「事務従事者」,「販売従事者」を加えてホワイ
トカラー職業従事者としている。
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付 注
付注-7    「参入・退出状況を基とした大工の就業者数の推計」について

推計方法は次のとおり

1 2年の年齢別就業者数

1)59歳以下の場合 

L2i=L2×｛〔L60i/L60〕+〔E2i/E2〕-〔E60i/E60〕｝ 

2)60歳以上の場合 

Ii=L60i-5×L60i/L55i-5

L2i=Ii60歳以上の年齢階級に関するL2i/60歳以上の年齢階級についてのIiの合計 

2 将来の年齢別就業者数

1)15～19歳 

Lt+515=Lt15×Pt+515/Pt15

2)20～24歳 

Lt+520=Lt20-Lt-515)×Pt+520/Pt20+Lt15

3)25歳以上 

Lt+5i=Lti-5×Lti/Lt-5i-5

L:総務庁統計局「国勢調査」の大工の就業者数

E:労働省「屋外労働者職種別賃金調査」の大工の労働者数

P:厚生省人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成4年9月推計)」の推計人口

i:5歳刻みの年齢階級を表す添字。なおi+5は,5歳上の階級を表す。

t:年を表す添字。なおt+5は,5年後を表す。

L2,E60:それぞれ2年の就業者,60年の労働者数を表す。

L15,L20:それぞれ15～19歳,20～24歳の就業者数を表す。
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参入・退出状況を基とした大工の就業者数(試算値)
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付 注
付注-8    「ホワイトカラーのキャリアモデル設計に関する調査研究」(高年齢
者雇用開発協会)の特別集計について(第3-(2)-1,5,6図)

1 集計方法

「ホワイトカラーのキャリアモデルに関する調査」(従業員調査)の個票から,調査事項のうち調査時の従
業員の年齢,過去経験した業務部門,過去経験した業務部門の在籍時期(年齢8階級,25歳以下,26～30歳及び
これ以降5歳きざみで6階級並びに56歳以上)を使用して,労働省労働経済課において特別集計した。

2 「10年前も同じ業務部門だった者の割合」(第3-(2)-1図)の計算方法

10年前もI業務部門だった者の割合=c/b×100 

前従業員に占めるI業務部門の割合=a/d×100 

a=調査時点でI業務部門にいると回答している個票の数 

b=調査時点でI業務部門にいると回答している個票のうち31歳以上の者の個票の数 

c=調査時点でI業務部門にいると回答している個票のうち31歳以上の者であって,年齢で2階級下(10
年前)の時期にI業務部門にいたと回答している個票の数 

d=調査対象従業員数 

3 「業務部門別在職期間構成」(第3-(2)-5図)

(1)業務部門別在職期間構成比 

I業務部門のi期間在職者の構成比=bi/a×100 

a=調査時点も含めI業務部門に1期間でも在職したことがあると回答している個票の数 

bi=調査時点にI業務部門にいると回答している個票のうち,現在も含めi期間在職経験がある者の個
票の数 

なお,在職期間が5年未満である場合や過去の経験において各在籍時期(8階級)の中途で業務部門を変
わる場合などにより,同一の期間に2つ以上の業務部門がマークされている場合が若干見受けられる
が,その場合は,その時期に,それぞれの業務部門で,8階級区分の在職時期の5年間を通じて在職とした
ものとみなした。 

(2)平均在職期間 

8I業務部門の平均在職期間＝Σibi/a 

4 「業務部門別経験者割合」(第3-(2)-6図)の計算方法

I業務部門の経験者割合=a/b×100 
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a=調査時点も含めI業務部門に1期間でも在職したことがあると回答している個票の数 

b=調査対象従業員数 
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付 注
付注-9    「就業構造基本調査」(昭和62年)及び「賃金構造基本統計調査」(昭
和62年)の特別集計について(付属統計表第29表)

1 集計方法

就業構造基本調査の個票を用い,職業別,性別,勤続年数階級別,年齢階級別,年間収入階級(11階級)別に就業
者数を集計した。また,賃金構造基本統計調査の個票を用い,性別,年間給与総額階級(11階級)別に平均年間
給与総額を集計した。

2 標準労働者及び中途採用者の性別,年齢階級別,職業別年間収入の計算方法

次の2段階に分けて計算した。

(1)標準労働者及び中途採用者の性別,年齢階級別,職業別年間収入階級別就業者数の計算 

性別,年齢階級別に標準労働者と中途採用者のそれぞれについて年間収入11階級 

(50万円未満,50～99,100～199,200～249,250～299,300～399,400～499,500～699,700～999万円及
び1,000万円以上)別の就業者数を計算する。 

また,標準労働者と中途採用者については以下のように定義する。 

標準労働者(n+20～n+24歳)=n+20～n+24歳層の就業者で勤続年数がn年以上の者
(n=0,5,10,15,20,25,30) 

中途採用者(n+20～n+24歳)=n+20～n+24歳層の就業者で勤続年数がn年未満の者
(n=0,5,10,15,20,25,30) 

(2)標準労働者及び中途採用者の性別,年齢階級別,職業別年間収入の計算 

賃金構造基本統計調査により年間給与総額を年間収入階級と同じ階級に区切り各階級の平均値を集
計する。標準労働者及び中途採用者の性別,年齢階級別,職業別年間収入については年間給与総額階
級の各階級の平均値を年間収入階級の各階級の平均値とみなし,次の式により計算する。 

年間収入＝Σaibi/Σbi 

ai=年間給与総額11階級のうち第i階級の平均年間給与総額 

bi=年間収入の11階級のうち第i階級の就業者数 

なお,賃金構造基本統計調査により作成する年間給与総額は次式による。

年間給与総額 

=決まって支給する現金給与総額×12 

十年間賞与その他の特別給与額×年間賞与その他の特別給与額対前年増減率 
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付 注
付注-10    「賃金構造基本統計調査」(昭和61年及び平成3年)の特別集計につ
いて(第3-(2)-7～9図)

1 集計の方法

賃金構造基本統計調査の個票を用い,職種別,経験年数階級別,勤続年数階級別,年齢階級別に所定内給与額
及び労働者数を集計した。本調査では男子101職種,女子40職種を調査しているが,労働者数が一定数以上
ある職種を分析することとし,平成3年の労働者数4万人以上の職種(男子27職種,女子15職種)を用いること
とした(医師は,平成3年に約4万4千人であるが,入職までの期間が他の職種と大きく異なっているため,ここ
では除いている)。

2 集計上の分類

2集計上の分類
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3 労働者比率の計算方法

以下の割合は30歳台の労働者について計算したものである。

(1)「企業勤続者」の割合:(A+B)/(A+B+C+D)×100 

(2)「職種継続者」の割合:(A+C)/(A+B+C+D)×100 

(3)「企業勤続者」のうち別の職種経験者がある者の割合:B/(A+B)×100 

(4)転職者のうち職種を継続した者の割合:C/(C+D)×100 

4 職種グループの定義

(1)「転職者が多い職種」:30歳台の男子の労働者について,(A+B)/(A+B+C+D)×100が40％未満の職
種(14職種) 

(2)「勤続者が多い職種」:30歳台の男子の労働者について,(A+B)/(A+B+C+D)×100が40％以上の職
種(13職種)なお,40％としたのは27職種をほぼ半数の職種に分割するためである。 

(3)「多能型職種」:30歳台の男子の労働者について(A+B)/(A+B+C+D)×100が40％以上かつ
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B/(A+B)×100が8％以上の職種(具体的には自動車外交販売員,溶接工,機械修理工,金属プレス工,旋盤
工,仕上工の6職種) 

(4)「専門型職種」:30歳台の男子の労働者について(A+B)/(A+B+C+D)×100が40％以上かつ
B/(A+B)×100が8％未満の職種(具体的には百貨店店員,鉄工,自動車整備工,一般化学工,機械組立工,
機械製図工,自動車組立工の7職種) 

なお,8％としたのは13職種をほぼ半数の職種に分割するためである。 

5 賃金カーブの傾きの計測方法

1の場合ごと及び4の職種グループごとに所定内給与額を計測し,20～24歳層を100とする指数を計算す
る。さらに,以下の式を最小二乗法で回帰し,aを賃金カーブの傾きとする。

Y=aX+b Y:年齢階級別所定内給与額指数 

X:20～24歳層を1,25～29歳層を2,30～34歳層を3,35～39歳層を4とする。 
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付 注
付注-11    『賃金カーブの規模間格差の内訳』について(第3-(3)-5図)

この要因分解は,次の方法により推計した。

1)10～99人規模及び1,000人以上規模のそれぞれについて,年齢階級別,勤続階級別所定内給与を下の
(1)式により推計する。推計は,年齢階級ダミーと勤続階級ダミーを説明変数として各クロスの労働
者数をウェイトとする加重回帰による。資料は労働省「貨金構造基本統計調査」(平成3年)による。
このとき,各年齢階級の所定内給与は下の(2)式により表される。 

Wa,t＝αa+βt+残差…………………………………………(1) 

Wa＝αa+ΣLa,t・βt+残差……………………………(2) 

W:所定内給与(千円) 

La,t:年齢階級aにおける,勤続階級tの労働者の構成比 

a:年齢階級を表す添字(a=1の階級を20～24歳層とする) 

t:勤続階級を表す添字(t=1の階級を勤続0～4年とする) 

2)上の(2)式を用いて,賃金カーブの規模間格差を次のように要因分解する。 

△(Wa/W1)×100=△(αa/W1)×100 年齢評価の違いによる差 

+ΣAV(La,t)・Δ(βt/W1)×100 勤続評価の違いによる差 
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+Σ△La,t・AV(βt/W1)×100 勤続年数別労働者構成の違いによる差+残差 

△:10～99人規模と1,000人以上規模の差を表す 

AV:10～99人規模と1,000人以上規模の平均を表す 
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付 注
付注-12    『年齢・勤続の要因による賃金負担の増減率の内訳』について(第3-
(3)-7図)

この要因分解は,次の方法により推計した(以下,用いる記号は特記されているものを除き付注-11と同じと
する)。

1)昭和56年と平成3年の1,000人以上規模の男子労働者の所定内給与を,付注―11の(1)式と同様な形
で推計する。このとき,年齢計,勤続計の平均所定内給与額(W)は,下の(1)式により表される。 

W＝Σ1a,t・Wa,t+残差a,t 

＝W1,1+Σla,T(αa-α1)+ΣlT,t(βt-β1)＋残差………(1)

a t 

la,t:年齢階級a,勤続階級tの労働者の全労働者に対する構成比 

la,T＝Σla,t,lT,t＝Σla,t

t a 

2)このWの56年と3年の差をとれば賃金負担の変化になるが,それではこの間のベースアップの影響
を含んでしまう。そこで,このWを20～24歳,勤続0～4年の所定内給与で割り引いた, W/W1,1の変化
を年齢・勤続要因による賃金負担の変化とみなし,これを下式のように要因分解する。 

△(W/W1,1)＝ΣAV(1a,T),△((αa-α1)/W1,1) 年齢評価の変化の寄与度 

+Σ△(1a,T),AV(αa/W1,1) 年齢別労働者構成の変化の寄与度 

+ΣAV(lT,t)・△((βt-β1)/W1,1) 勤続評価の変化の寄与度 

+Σ△(lT,t)・AV(βt/W1,1) 勤続別労働者構成の変化の寄与度+残差 

△:昭和56年と平成3年の差を表す 

AV:昭和56年と平成3年の平均を表す 

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

平成５年版 労働経済の分析



  

付 注
付注-13    『転職による生涯賃金と退職金の低下幅の試算』について(第3-(3)-
11図)

この試算は,次のようにして行った。

1)生涯賃金の低下幅 

製造業1,000人以上の男子大卒事務管理技術労働者,男子高卒事務管理技術労働者,男子高卒以上生産
労働者のそれぞれについて,年齢階級,勤続年数階級別の賃金を付注-11の(1)式と同様な推計式で表
す。さらに,それを12倍して年額に直すとともに補間法を用いて,下の(1)式のような各歳,勤続各年別
の所定内給与年額の推計式を作成する。 

数式

2)退職金の低下幅 

中央労働委員会事務局「退職金,年金および定年制事情調査」(平成3年)によるそれぞれの種類の労
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働者についての勤続年数階級別支給月数(退職金額/退職時の所定内給与,退職金額には退職年金の現
価額を含む)から,補間法により勤続各年別の支給月数を推計し,これをγj(jは勤続年数)と置く。k歳
で転職した場合の退職金の低下幅(△R)は,γjと(1)式を用いて,次のように推計する。 

△R＝(k歳での退職金額)+(転職した後60歳での退職金額)-(60歳での退職金額) 

＝(Wk,k-s・γk-s+W60,60-k・γ60-k-W60,60-s・γ60-s)/12 
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